
船舶事故調査報告書 

平成２８年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月１８日 ２０時３５分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第１区の大さん橋ふ頭東北東方沖 

 横浜北水堤灯台から真方位２１２°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２７.３′ 東経１３９°３９.３′） 

事故の概要  警戒船ブルーライト１４号は、漂泊中、また、プレジャーボート

Heaven
ヘ ブ ン

-2 は、東進中、両船が衝突した。 

 ブルーライト１４号は、左舷船首部に擦過傷を生じ、また、

Heaven-2 は、船首部に破口を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年７月２１日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 警戒船 ブルーライト１４号、１８.３７トン 

   ２３５－１３９０１神奈川、有限会社丸 

Ｂ プレジャーボート Heaven-2、５トン未満（長さ６.５８ｍ） 

   ２３２－６７２６神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、花火大会の警戒作業のため、法定灯火を表示して漂泊し、

船長Ａが操舵室で、乗組員Ａが船尾甲板で見張りを行っていた。 

 船長Ａは、船尾方を航行する船舶を見ていて、船首方から接近する

Ｂ船に気付かなかった。 

 船長Ｂは、花火見物を終えた後、法定灯火を表示して帰航中、ＧＰ

Ｓプロッターの画面で船首方に防波堤を確認したが、Ａ船に気付かな

かった。 

 Ｂ船は、全周灯が操舵室前面の窓の上に設置されており、全周灯の

光が前面の窓に反射し、また、前面の窓が波しぶきにより汚れてい

て、船首方が見えにくい状況であった。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、船尾方を見ていて周囲の見張りを適切に行って

いなかったことから、接近するＢ船に気付かなかったものと考えられ

る。 



 Ｂ船は、操舵室前面の窓が灯光の反射及び汚れで見えにくい状況

下、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂

泊中のＡ船に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船の船長Ａ及びＢ船の船長Ｂが共に見張りを適

切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


